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 電力広域的運営推進機関 平成２７年度事業計画（変更案） 

 

本機関は、国の「電力システムに関する改革方針」（平成 25 年 4 月 2 日閣議決定）にて示

された第１段階の改革である電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進することを目

的とするため、電気事業法（以下「法」という。）第２８条の４に規定する広域的運営推進

機関として、平成２６年８月２２日に設立認可を受け、平成２７年４月１日に登記し、業務

を開始する。 

本機関は、緊急時における電力の安定供給体制強化、全面自由化においても変わらぬ安定

供給の確保、再生可能エネルギーの導入拡大、電力取引の活性化といった電力の広域的な運

営に関する社会的要請に応えることを使命とし、その責務を確実に果たすため、次の業務を

行うこととする。 

  

１．送配電等業務指針の策定及び変更（法２８条の４０第３号） 

本機関は、４月１日の本機関設立後速やかに送配電等業務指針を定め、経済産業大臣の認

可を受け、その後の業務執行に万全を期す。また、今後予定されている電気の小売業への参

入の全面自由化、ライセンス制の導入、広域機関による電源入札等の電力システム改革第２

段階の実施に向けて、会員その他電気供給事業者等の意見を踏まえながら、平成２８年度に

向けて送配電等業務指針の見直しを進めるとともに、必要があれば関連する業務規程変更案

の策定を進める。 

 

２．供給計画の取りまとめ、検討及び経済産業大臣への送付（法２８条の４０第４号） 

（１）供給計画の取りまとめ 

 平成２７年度より全ての電気事業者に対して提出義務が課せられる供給計画は、本機関が

提出窓口となる。平成２７年度においては、一般電気事業者及び卸電気事業者の供給計画に

ついては国が受領したものの交付を受け、また特定電気事業者及び特定規模電気事業者の供

給計画については、平成２７年４月に事業者より提出を受ける。これらの供給計画について

取りまとめ等を行うとともに、必要に応じ意見を付して同年６月末までに経済産業大臣に送

付する。また、会員が供給計画を変更する際には、遅滞なく変更した計画を会員より受領し、

必要に応じて意見を付して速やかに経済産業大臣に送付する。新たに会員となった電気事業

者の供給計画についても同様に、遅滞なく受領のうえ必要に応じて意見を付して速やかに経

済産業大臣に送付する。 

 

（２）供給計画の検討に関する業務 

 本機関は、会員が行う需要想定が適切かつ円滑に行われるようにするため、需要想定の前

提となる全国の経済見通しを策定し、平成２７年１１月末までに会員に通知するとともに公

表する。また、全国の需要想定を策定するための基礎となる全国需要想定水準を策定する。 

さらに、全国及び供給区域ごとの需要想定をとりまとめ、平成２８年１月末までに会員に通

知するとともに公表する。 

 また、供給計画の取りまとめの業務の円滑化のためのシステム開発を進め、平成２８年度
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からの運用を目指す。 

 

３．送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整（法２８条の４０第７号） 

（１）広域連系系統の長期方針及び整備計画 

本機関は、電力の広域運用の観点から、将来の広域連系系統に係る合理的な設備形成に関

し積極的な機能を果たすため、広域連系系統の長期方針の策定を進めるとともに、広域系統

整備計画を策定する。そのために、専門的な知見を有する有識者等も含む広域系統整備委員

会を速やかに設置する。 

広域連系系統の長期方針の策定に当たっては、中長期的な需給見通しや、新規電源計画、

再生可能エネルギーの導入状況、更には、既設の送変電設備の経年情報等を踏まえつつ、全

国大での広域連系系統の整備及び更新に関する方向性や将来展望を整理した基本方針の策

定を進め、本年度中に取りまとめるる。 

また、広域系統整備計画については、連系線等の利用状況や電気供給事業者からの提起等

により、広域運用の観点からの広域連系系統の整備に関する検討が必要であると認めたとき、

又は国からの検討要請があったときは、広域系統整備委員会において、個別具体的な増強の

必要性、事業実施主体、費用分担等について検討を行うことでその策定を行う。 

なお、平成２７年２月に（一社）電力系統利用協議会において調整プロセスが開始された

東北東京間の連系線増強案件につき、引き続き本機関に検討提起がなされた場合は、速やか

に検討を行う。本機関は、平成２７年４月に電気供給事業者からの電源設置の観点での検討

提起を受けたことから、当機関としての計画策定プロセスを開始した。同時に、増強ニーズ

の探索、増強容量の検討の目的から、送配電等業務指針第３１条第１項の規定に基づき、同

連系線の利用を拡大しようとする電気供給事業者の募集を行うとともに、それ以降の計画策

定プロセスについては、標準検討期間である１８か月を目安として、広域系統整備委員会に

おいて検討を行う。 

また、国の審議会（総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力需給検証小委員会）

から、東京中部間の連系設備につき、３００万ｋＷまでの増強に関する要請がなされたこと

から、増強の具体的な実施に向けたプロセスを開始するとともに、広域系統整備委員会にお

いて、その実施時期については２０２０年代後半を目途になるべく早期に増強できるよう、

具体的なルート選定などの技術的検証を平成２７年９月末までに行い、検証結果を電力需給

検証小委員会に報告を行う。 

 

（２）系統アクセスの受付 

 本機関は、関係事業者との利害関係がない中立的な立場から、系統連系を希望する者か

らの事前相談及び接続検討に関する申込みの受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務

を行う。実施に際しては、送配電等業務指針第１０７条に従い、様式を定めて公表するほか、

記載例の提供などにより申込者の利便性向上に努める。また、送配電等業務指針第１１０条

に従い、一般電気事業者とともに系統アクセス業務の改善を図る。 

また、近隣の電源接続案件の募集プロセスを行い、系統連系希望者の費用負担低減と効率

的な設備形成の両立を実現し、発電設備等の系統連系の円滑化を図る。 

 

（３）調整力のあり方の検討 
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需給バランス調整および周波数制御に必要な調整力については、長年見直しが行われてい

ない。よって、本機関において、電力システム改革第２段階におけるライセンス制の導入、

小売全面自由化による電力取引の活発化、大規模災害など稀頻度事故の対応、再生可能エネ

ルギーの導入増加等の環境変化を見据え、調整力の今後のあり方について検討を行う。また、

その検討に併せて、調整力と密接な関係にある連系線マージンのあり方の検討を行う。これ

らの検討のため、有識者等を含む調整力等に関する委員会を設置する。 

 

（４）地域間連系線の管理 

本機関は、電力の広域運用の推進のため、広域的な電力取引に係る連絡調整、長期的な容

量確保及び混雑処理を含む地域間連系線の管理を行う。 

平成２７年度においては、システム開発が終了していないため、（一社）電力系統利用協

議会が所有する給電管理システムを引き継いで運用する。 

長期的な容量確保に関しては、業務規程第７３条に基づき、平成２７年４月以降速やかに

契約の認定申し込みを受け付け、認定審査を実施する。 

地域間連系線の運用容量及びマージンの設定に際しては、本機関自ら算出及び妥当性の検

討を行い、それらを定める。 

国の電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにて示された、発電設備設置

者による連系線利用等の新規施策については、平成２７年度より実施する体制を整える。 

さらに、業務規程第８２条に基づき、地域間連系線の管理について効率的かつ柔軟な運用

を実現するため、また風力及び太陽光等の再生可能エネルギーの増加等を見据えて連系線を

活用した広域的な周波数調整を行うためのシステム開発を進め、平成２８年度からの運用を

目指す。 

 

（５）作業停止計画の調整 

本機関は、連系線等の停止に係る調整プロセス透明性の一層の確保の観点から、点検・修

繕等の作業を実施するための流通設備及び発電設備の停止に関する計画（以下、「作業停止

計画」という。）の調整を行い、広域連系系統の作業停止計画を取りまとめる。 

平成２７年度は、平成２７年３月までに取りまとめられた連系線の年間作業停止計画を

（一社）電力系統利用協議会より引き継ぎ、また各エリア広域連系系統の年間作業停止計画

を一般電気事業者より提出頂き、月間より短期の調整業務を実施するとともに、平成２８年

度の年間作業停止計画の調整及び取りまとめを実施する。 

また、作業停止計画の調整業務の円滑化のためのシステム開発を進め、平成２８年度から

の運用を目指す。 

 

（６）需要家スイッチング支援 

広域的運営推進機関設立準備組合が実施した「スイッチング支援システム等に関する作業

会」の成果を引き継ぎ、電気の小売業への参入の全面自由化後、需要家が電気の供給を受け

る電気事業者を変更する場合等に、小売電気事業者と一般送配電事業者間の託送契約の変更

手続き等を円滑化するための「スイッチング支援システム」の開発を進める。合わせて、当

該システムを利用する業務に関する遵守すべき事業者間のルールについて、国との調整及び

関係する主な会員の意見を取り入れた検討を行うとともに、取りまとめた結果を公表し、平
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成２８年度からの全面自由化の円滑な実現を目指す。 

 

（７）情報通信技術の活用支援 

 本機関は、送電系統を利用する会員等（系統利用者）の業務効率化及び電気事業の全国大

での効率化に資するため、系統利用者が相互にデータを交換するための標準規格を策定する。

平成２７年度においては、広域的運営推進機関設立準備組合が実施した系統利用者との協議、

有識者からの意見聴取および一般への意見募集（ＲＦＣ：Request For Comments）の結果を

もとに、小売電気事業者と一般送配電事業者相互間の標準規格、及び本機関に提出される各

種計画の標準規格を正式に策定・公表する。 

 

（８）系統情報の公表 

本機関は、国が定める「系統情報の公表の考え方」に則り、地域間連系線及び全国の電力

需給に関する情報等をインターネットウェブサイトで一般公表する。 

なお、翌年度以降の運用容量及びマージンについては、算出結果等の妥当性を確認する検

討会の検討経緯および結果を公表し、透明性を確保する。 

また、広域連系系統の情報その他の情報公表内容を一層充実させるためのシステム開発を

進め、平成２８年度からの運用を目指す。 

 

（９）系統解析ツールの整備・運用 

本機関は、広域系統整備計画の策定、系統アクセス検討結果の検証、及び地域間連系線管

理の業務を実施するために、本機関自らが具備する系統の安定性等を評価できるシミュレー

ション解析ツールについて、一般電気事業者の送電部門より解析に必要な系統データの提供

を受け、各業務の妥当性について、評価分析、検証できる体制を早急に構築し、運用を行う。 

 

（１０）システム開発の円滑な実施 

 本機関は、電気の需給の状況の監視、供給計画のとりまとめ、系統情報の公表、作業停止

計画の調整、地域間連系線の管理などを効率的かつ円滑に実施するためほか、将来の再生可

能エネルギー増加を見据えて、連系線を活用した広域周波数調整を実現するため、「広域機

関システム」の開発を実施する。また、需要家スイッチングを支援するための「スイッチン

グ支援システム」の開発を実施する。 

 広域機関システム、スイッチング支援システムとも、平成２６年度に広域的運営推進機関

設立準備組合においてベンダー選定を実施し、システム開発を進めてきたところである。平

成２７年度は、システムの開発を引き続き実施するほか、会員等との接続試験、広域機関シ

ステムにおいては現行の給電管理システムからのデータ移行を確実に実施するほか、会員そ

の他系統利用者に対して、計画値同時同量制度実施にともなうシステム対応のフォローを実

施し、平成２８年４月の業務開始が滞りなく行われるようにする。 

 

４．電気の需給の状況の監視（法第２８条の４０第１号） 

本機関は、本機関業務の円滑な実施のため、会員が営む電気事業に係る次のような電気の

需給の状況を監視する。 

ア 会員ごとの需要及び供給力（調整力及び予備力を含む。以下同じ。） 
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イ 供給区域ごとの需要及び供給力 

ウ 日本全国の需要及び供給力 

エ 地域間連系線の潮流等 

オ 会員による卸電力取引の量に関する情報 

具体的には、一般電気事業者を通じて収集する需給計画（特定規模電気事業者を含む）を

もとに、リアルタイムで把握する供給区域ごとの需要や連系線の潮流と、一般電気事業者と

の緊密な連携で把握する時々刻々と変化する供給力を突き合わせることにより、需給状況を

監視する。 

また、監視業務の向上を図るため、会員の需給に関する計画等及び一般電気事業者たる会

員の中央給電指令所が常時監視している情報を収集するためのシステムの開発を進め、平成

２８年度からの運用を目指す。 

 

５．需給の状況が悪化した場合等における会員への指示（法第２８条の４０第２号） 

本機関は、災害や電源トラブル等においてもける安定供給をの確保するのため、会員の電

気の需給の状況が悪化、又は悪化するおそれがある場合は、会員に対して、電気の需給の状

況を改善するために必要な指示を行う。 

平成２７年度は、政府の「電力需給に関する検討会合」から要請を受けたことを踏まえ、

今夏の安定供給の確保に万全を期す。また、広域機関の指示という新たな安定供給スキーム

の周知・徹底を図るため、夏季のみならず大規模災害時も想定した需給悪化時等の対応訓練

を、一般電気事業者と新電力の協力のもと、年２回実施する。 

さらに、国の電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにて示された、連系

線を介した下げ代不足解消業務については、平成２７年度より実施する体制を整える。 

 

６．電気供給事業者からの苦情又は相談の対応及び紛争の解決（法第２８条の４０第６号） 

（１）苦情又は相談への対応 

 本機関は、電気供給事業者から、送配電等業務その他本機関の業務に関する苦情の申出又

は相談を受けたときは、業務を効率的かつ円滑に実施し、電気の安定供給を確保するため、

その内容に応じて、回答その他の初動措置必要な対応を速やかに行う。 

 さらに、初動措置では解決できず、更なる対応が必要な案件については、和解の仲介（あ

っせん・調停）、あるいは電気供給事業者に対する指導又は勧告等、必要な措置を講じ、問

題の解決に努める。 

 また、本機関は、苦情の申出又は相談の内容を定期的に取りまとめ、調査、検討を行うと

共に、本機関のウェブサイトで公表し、広く周知する。これにより、業務改善を促進し、業

務が一層効率的かつ円滑に遂行されることを目指す。 

 

（２）紛争の解決 

 本機関は、送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争を解決するため、裁判外紛争解

決手続の利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）に基づく紛争解決機関の認

証取得を目指すとともに、会員等からの申出があった場合には、本機関の役職員以外の学識

経験者及び弁護士等で構成する紛争解決パネルを設置し、和解の仲介（あっせん・調停）の

業務を行う。 
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７．電気供給事業者に対する指導、勧告等（法第２８条の４０第５号） 

 本機関は、送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要と認める

ときは、業務規程第１００条の規定に基づき、電気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。 

 

８．附帯業務（法第２８条の４０第８号） 

（１）報告書の作成及び公表 

 本機関は、業務規程第１０１条において、電力需給（供給区域ごとの周波数変動、電圧変

動、停電状況、リスク要因等）、系統利用及び系統アクセスに関する前年度までの実績、並

びに供給計画の取りまとめ結果等に基づく中長期の電力需給や系統整備に関する見通し（発

電設備の系統連系制約の改善の見通しを含む）や課題等について、年１回、報告書を取りま

とめ公表することとしている。 

平成２７年度は、平成２６年度の電力需給、系統利用の実績を取りまとめるとともに、平

成２７年度の取りまとめ、公表に向けた調査、検討を行う。 

 

（２）調査及び研究 

 本機関は、業務の改善に資するため、内外の電気事業に関する技術動向、国の諸制度、広

域的運営に関する社会経済情勢、電力需給のリスク分析等に関する調査及び研究を行う。 

 平成２７年度は、調整力等に関する委員会の検討に必要な海外の調整力動向調査及び広域

系統整備委員会における広域系統長期方針の策定に資する海外の長期設備計画動向調査を

実施するほか、電力システム改革第２段階以降に向けたルールの策定に資する事項、海外で

先行する再生可能エネルギーの増加に伴う施策の動向などついて調査を行い、本年度中に結

果を取りまとめる。 

 

（３）広報 

 本機関は、本機関業務の透明性を高めるため、また会員その他電気供給事業者業務の利便

性向上に資するため、本機関の業務及び電気事業の広域的運営に関する広報の充実強化に努

める。 

 具体的には、ウェブサイトを通じた、需給状況悪化時の会員への指示など本機関が実施し

た業務の速やかな公表、本機関において開催する理事会、評議員会、委員会等の議案及び議

事概要の原則公表を行う。また、送配電等業務指針や業務規程の変更にあたっては、検討状

況を適宜公表して意見募集を広く行うほか、平成２８年度に向けたシステム連携等の情報を

充実させ、会員その他との情報の連携を緊密に実施してゆく。 

 

（４）災害等への対応 

 本機関は、大規模な天災地変その他これに準ずる事由（以下「災害等」という。）により、

電力設備に重大な被害が発生した場合等の緊急時において、会員が協調復旧等に取り組むこ

とができるよう、災害対策基本法に基づき、指定公共機関として、防災業務計画を策定し、

これに基づき、緊急連絡体制の構築、災害等発生時の態勢等の構築、国や関係機関に対する

必要な情報提供等を行うほか、災害等発生時における連絡調整業務を確実に実施するため、

年１回以上、会員及び関係機関の協力を得て対応訓練を実施する。 
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 また、本機関の拠点が被災した場合に備え、内閣府「事業継続ガイドライン」に従い、事

業継続計画（ＢＣＰ）を策定する。 

 さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律に基づき、指定公共機関として、新型インフルエンザ等対策業務計

画及び国民の保護に関する業務計画を策定し、必要な対策を行う。 

 

９．その他業務（法第２８条の４０第９号） 

本機関は、上記１．から８．に定めるほか、本機関業務の円滑な実施のため、以下の業務

を実施する。 

 

（１）会費徴収の円滑な実施 

本機関の業務開始後、会費の徴収が完了するまでの運転資金について、短期借り入れを実

施する。 

また、会員にとっては初めての会費徴収となることから、会費納入義務の周知徹底を図る

とともに、複数の口座を用意する等、会員への便宜を図り、徴収が滞りなく行われるように

配慮する。 

 

（２）ライセンス制導入に向けた移行業務 

電力システム改革第２段階移行にともない、平成２８年度からは取得ライセンスに応じた

会員資格となる予定である。よって、本機関は、今年度の早い段階からライセンスごと毎の

議決権の取扱いなど必要な定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更について検討する。 

その上で、現会員および平成２８年度から会員資格を得る発電設備設置者に対し、広く周

知活動を実施し、漏れのないよう会員登録を促す。 

 

（３）本拠点の移転及びバックアップ運用拠点整備 

本機関の平成２７年度業務開始当初の拠点は仮拠点であり、現在、平成２８年度からの電

力システム改革第２段階の業務増加に向けて本拠点の開設準備を進めている。平成２８年当

初に、業務継続に支障がないように十分な段取りを整えて東京豊洲への本拠点移転を実施す

る。 

また、大阪のバックアップ運用拠点構築を進める。 

 

（４）職員の増員及び能力開発 

平成２８年度からの電力システム改革第２段階に向けて、連系線管理業務の増加や広域運

用センターの当直業務の準備のため、出向受入又はプロパー等の採用により職員を順次増員

する。要員確保については、出向受入のほか、今年度中にプロパー採用を実施し、プロパー

複数名を確保する。また、専門性の高いシニア人材や外部アドバイザーも積極的に受け入れ

ていく。平成２７年度末には、期首と比較して２０人程度の増員となる見込みであるが、更

に増員が必要な場合は本計画の修正を検討する。 

職員の能力開発については、OJT を基本としつつ、採用時研修、定期講座、外部研修や派

遣研修、自己啓発支援を組み合わせて実施してゆく。 


